
１．監視・確認件数
（1）生食用食肉取扱届出等施設
　　10施設
（2）生食用の食肉の提供・販売している可能性がある施設
　　53施設

２．監視・確認結果
（１）生食用食肉取扱届出等施設

（2）生食用の食肉の提供・販売している可能性がある施設

令和７年度　生食肉取扱施設一斉監視実施結果

・設備・表示の不備があった施設に対し、是正を指導し、改善されていること確認しました。

・牛の肝臓及び豚肉（内蔵を含む）を生食用として提供・販売している施設はありませんでした。
・牛の内臓肉（肝臓を除く）や鶏肉等を未加熱又は十分に加熱していない状態で提供・販売している施
設に対し、引き続き食肉の生食の危険性及び中心部まで十分加熱して提供するよう指導します。


